
（この選挙公報は、公職選挙法（昭和25年法律第100号）第169条第3項の規定により、名簿届出政党等から提出された原稿をそのまま製版の上掲載したものです。）

（１）令和８年２月８日執行

衆議院（比例代表選出）議員選挙選挙公報
東京都選挙管理委員会



（この選挙公報は、公職選挙法（昭和25年法律第100号）第169条第3項の規定により、名簿届出政党等から提出された原稿をそのまま製版の上掲載したものです。）

（２）令和８年２月８日執行

衆議院（比例代表選出）議員選挙選挙公報
東京都選挙管理委員会

投票日 ２月８日（日）　午前7時から午後8時まで
急な総選挙の実施により、投票所入場券の発送の遅れが見込まれています。
仕事やレジャーなどで投票日に行けない方は、期日前投票ができます。

・期日前投票期間　１月28日（水）〜２月７日（土）　午前８時30分から午後８時まで
・期日前投票所　お住まいの区・市役所、町・村役場やその出張所など
　※最高裁判所裁判官国民審査は２月１日（日）からです。
　（期日前投票ができる日時は期日前投票所によって異なります。
　　詳しくは、区市町村選挙管理委員会のお知らせ等でご確認ください。）

　　投票方法　　「小選挙区選出議員選挙」と「比例代表選出議員選挙」があります。
　◇小選挙区選出議員選挙 ⇨「候補者氏名」を記載
　◇比例代表選出議員選挙 ⇨「政党等の名称」を記載



（この選挙公報は、公職選挙法（昭和25年法律第100号）第169条第3項の規定により、名簿届出政党等から提出された原稿をそのまま製版の上掲載したものです。）

（３）令和８年２月８日執行

衆議院（比例代表選出）議員選挙選挙公報
東京都選挙管理委員会

投票日 ２月８日（日）　午前7時から午後8時まで
急な総選挙の実施により、投票所入場券の発送の遅れが見込まれています。
仕事やレジャーなどで投票日に行けない方は、期日前投票ができます。

・期日前投票期間　１月28日（水）〜２月７日（土）　午前８時30分から午後８時まで
・期日前投票所　お住まいの区・市役所、町・村役場やその出張所など
　※最高裁判所裁判官国民審査は２月１日（日）からです。
　（期日前投票ができる日時は期日前投票所によって異なります。
　　詳しくは、区市町村選挙管理委員会のお知らせ等でご確認ください。）

　　投票方法　　「小選挙区選出議員選挙」と「比例代表選出議員選挙」があります。
　◇小選挙区選出議員選挙 ⇨「候補者氏名」を記載
　◇比例代表選出議員選挙 ⇨「政党等の名称」を記載



（この選挙公報は、公職選挙法（昭和25年法律第100号）第169条第3項の規定により、名簿届出政党等から提出された原稿をそのまま製版の上掲載したものです。）

（４）令和８年２月８日執行

衆議院（比例代表選出）議員選挙選挙公報
東京都選挙管理委員会



（この選挙公報は、公職選挙法（昭和25年法律第100号）第169条第3項の規定により、名簿届出政党等から提出された原稿をそのまま製版の上掲載したものです。）

（５）令和８年２月８日執行

衆議院（比例代表選出）議員選挙選挙公報
東京都選挙管理委員会

東東京京都都



投票日２月８日(日)
午前7時から午後8時まで
急な総選挙の実施により、投票所入場券の発送の遅れが見込まれています。
なお、投票所入場券がなくても、選挙人名簿に登録されている本人であることが
確認できれば、投票が可能です。
仕事やレジャーなどで投票日に行けない方は、期日前投票ができます。

・期日前投票期間　１月28日（水）〜２月７日（土）　午前８時30分から午後８時まで
・期日前投票所　お住まいの区・市役所、町・村役場やその出張所など
※最高裁判所裁判官国民審査は２月１日（日）からです。

　（期日前投票ができる日時は期日前投票所によって異なります。
　　詳しくは、区市町村選挙管理委員会のお知らせ等でご確認ください。）

　投票方法　　「小選挙区選出議員選挙」と「比例代表選出議員選挙」があります。
◇小選挙区選出議員選挙 ⇨「候補者氏名」を記載
◇比例代表選出議員選挙 ⇨「政党等の名称」を記載


